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2021 年 5月 22日 

 

2020 年度監査部門監査報告書 

 

 

                                     監  事 髙 尾 典 史 

監  事 平 泉 憲 一 

監  事 鈴 木 一 正 

内部監査室次長 北 谷 仁 宏 

 

１．はじめに 

２０２０年度は、コロナ禍で新しい教育方法、すなわちオンデマンド型を含むWEB活用型授業をいち

早く導入するなど学びのスタイルを改革するとともに、長期計画２０３０、第Ⅲ期中期経営戦略の着実

な取組みにより学院の改革を止めることなく、取り巻く環境を踏まえた事業展開となった年度であった。 

監査部門では、7 月から就任した髙尾常勤監事とともに平泉監事、鈴木監事の 3 名が協力し、確定し

た案件のみ監査するのではなく、進行中の案件も監査する『プロアクティブ監査』の手法を用いて、積

極的な監査を展開した。併せて、監事、監査法人、内部監査室の3者が牽制しつつ夫々が協力して監査

に取組む『チーム監査』を展開することで質の高い監査を実施することができた。 

 

２．監事監査について 

監事監査として、２０２０年度は、次の諸点が、通常期に比べると不測の事態が発生する可能性が高

く、これらを巡るリスクの発生を防止することを監査方針の主軸とし、ガバナンス体制の確立を目指し

次の点に留意し、適宜監査を行った。 

① 長期計画2030実現に向けた諸施策の進捗  

② 現在進行中の教学改革の進捗 

③ リスク管理上看過できない事象が発生した際の学院の対応 

(1)監査概要 

①理事会、評議員会、監査協議会等に出席し、審議・報告内容に対して意見を述べると共に、理事の

業務執行状況を確認した。 

②常任理事会の議事録を閲覧し、審議・報告内容のモニタリングを実施した。 

③内部監査室、監査法人と連携し情報共有を行った。 

④監事会を10回実施し、必要に応じて内部監査室から業務および会計の報告等を受けて、監事同士の

意見交換や情報共有を行った。 

⑤教学監査として、以下のとおりヒアリングを実施した。 

中   高：教頭2名、事務長1名（10月 27日実施） 

大手前中高：教頭2名、事務長1名（10月 20日実施） 

小 学 校：教頭2名、事務長1名（10月 20日実施、11月 27日実施） 

幼 稚 園：教頭2名、副園長1名（10月 22日実施、11月 16日実施） 
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大学・法人：学長室次長・学長室課長2名（11月 20日実施、12月 16日実施）、 

法人事務局長代理（12月 16日）、理事長室長（12月 16日） 

     理事者等へのヒアリング 

理 事 者：学長、初等中等教育長、常務理事、副学長理事（全て2月 18日実施） 

(2)監査結果 

監事 3名の共通意見として、これまでのところ業務並びに財産の状況に関して、不正の行為又は法

令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は確認されていない。 

 

３．内部監査について 

内部監査は、内部統制の有効性を確認しつつ部門是である『学院の価値創生のための継続的な改革・

改善を支援し組織の発展に寄与する』ことを踏まえ監査を実施している。 

また、内部監査室の職員は、理事会、評議員会、常任理事会や大学教育研究評議会などの主要会議に

陪席し、学院の方向性を常に把握しながら、監事や監査法人とも連携しつつ『プロアクティブ監査』、 

『チーム監査』を念頭に置き監査業務を展開している。 

２０２０年度は、第Ⅲ期中期経営戦略・長期計画２０３０関連の業務執行に関する手続状況に関して

モニタリングを行いつつ、以下のような監査を実施した。 

(1)業務監査 

①部門別監査 

２０２０年度は以下の部署に対する監査を実施した。いずれも特に重大な問題は発見されなかった。 

ⅰ）初等中等課・・・・・・・・業務執行と統制、各学校園の情報システム管理など 

なお、総持寺総合オフィスの監査を計画していたが、実施前に事務組織変更が生じたため取止めた。 

また、幼小中高の各事務担当者が、他の学舎の業務執行状況を点検する「相互点検」を初等中等課

所管で２０１８年度から実施している。当面この点検に内部監査室も立ち会っている。 

②教学監査 

２０２０年度は以下について監査を実施した。いずれも特に重大な問題は発見されなかった。 

i) 社会学部・・・・・・・・事業計画の立案、専攻による基礎学力差と教育体制、教育課程の編成 

ii) 国際教養学部の改組・・・検討委員会の運営方法、事後評価の方法 

iii) 心理学部・・・・・・・・・就職支援体制の構築、教員の負担増への対処、固定資産の管理状況 

 (2)テーマ別監査 

①科学研究費助成事業 

２０１９年度分については 81 件中 37 件（うち特別監査 16 件）、２０２０年度分については 115 

件中 83件を抽出し監査を実施した。その結果、監査対象事業の管理・運営状況について、重大な問

題につながる事項は発見されなかった。 

②２０１９年度大学改革推進等補助金(大学教育再生加速プログラム） 

対象事業の管理・運営状況について、特に重大な問題は発見されなかった。 

③システム監査(各学校園） 

  アンケート調査、システム管理者へのヒアリングを実施し、特に重大な問題は発見されなかった。 

コロナ禍を機にICT活用が一気に進み、ネットワーク・システム運用における新たな課題が確認

されたため、改善を求めた。 
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(3)臨時監査 

今年度は実施していない。 

(4)モニタリング 

諸施策の業務執行に関する手続状況は、会議への陪席や稟議書の閲覧などにより、適宜その適正性

を確認した。 

(5)フォローアップ 

   昨年度までのフォローアップ監査方法を書面によるフォローアップに加え、関係者へのヒアリング

を実施し各部門の改善計画を多角的に支援できるように変更した。 

①部門別監査 

  ・こ ど も 園（2016年度実施） 内容：対象項目1 結果：改善済 

  ・入 試 課（2018年度実施） 内容：対象項目2 結果：改善済 

  ・人 事 課（2017年度実施） 内容：対象項目2 結果：改善済 

・人 事 課（2019年度実施） 内容：対象項目1 結果：改善済 

  ・総 務 課（2018年度実施） 内容：対象項目2 結果：改善済 

・情報メディア課（2019年度実施） 内容：対象項目9 結果：改善済7、継続2 

 ②教学監査 

  ・基盤教育機構（2018年度実施） 内容：対象項目3 結果：改善済2、継続1 

 

以 上 

 

 

 




